
東
洋
文
庫
蔵
手
抄
本

『

宋
会
要』

食
貨
三
八

市
舶
に
つ
い
て

(

二)

土

肥�
子

は

じ

め

に

『

東
洋
文
庫
書
報』

第
四
二
号

(
平
成
二
三
年
三
月
、
以
下

｢『

四
二
号｣』

と
略
す)

に

｢

東
洋
文
庫
蔵
手
抄
本

『

宋
会
要』

食
貨
三

八

市
舶
に
つ
い
て｣

と
題
し
て
そ
の
内
容
を
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
際
、
市
舶
の
記
述
に
つ
い
て
東
洋
文
庫
蔵
手
抄
本

『

宋

会
要』

巻
二
一
八

食
貨
三
八

(

以
下

｢『

文
庫
本
食
貨
市
舶』｣

と
略
す)

と
中
国
国
家
図
書
館
善
本
特
蔵
部
蔵
本

｢

宋
会
要
葉
渭
清
本

一
四
〇
三｣

(

以
下

｢『

宋
会
要
葉
渭
清
本
一
四
〇
三』｣
と
略
す)

と
陳
智
超
編

『

宋
会
要
輯
稿
補
編』

(

以
下

｢『

補
編』｣

と
略
す)

と

『

宋
会
要』

職
官
と
の
関
係
を
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
い
く
つ
か
の
補
足
と
、『

宋
会
要』

職
官
四
四
市
舶
は

『

文
庫
本
食
貨
市
舶』

と
比
べ
て
年
代
的
に
四
〇
年
長
い
記
述
が
あ
り
、
こ
こ
で
は

『

文
庫
本
食
貨
市
舶』

に
記
さ
れ
て
な
い
部
分
の
内

容
を
検
討
し
、
こ
の
記
述
が
市
舶
と
関
係
の
な
い
資
料
が
か
な
り
混
入
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
あ
ら
た
め
て

『

文
庫
本
食
貨
市
舶』

は
ど
の
よ
う
な
価
値
を
有
し
て
い
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。
説
明
を
す
る
都
合
で
、『

四
二
号』

に
記
し
た
も
の
と

か
な
り
重
複
す
る
所
が
あ
る
が
ご
容
赦
願
い
た
い
。

一
九



一
『

文
庫
本
食
貨
市
舶』

周
知
の
よ
う
に
東
洋
文
庫
に
は

｢

手
抄
本

『

宋
会
要』

巻
二
一
八

食
貨
三
八
市
舶｣

(『

文
庫
本
食
貨
市
舶』)

と
帙
に
記
さ
れ
た
一

冊
の
小
さ
な

(

一
八
セ
ン
チ
×
二
七
セ
ン
チ)

和
綴
の
冊
子
本
が
あ
る

(

請
求
記
号
は
、
Ⅱ
―
15
―
Ａ
―
16)

。
こ
れ
は
藤
田
豊
八
博
士

が
今
か
ら
約
一
〇
〇
年
前
、
一
九
一
六

(

大
正
五)

年
十
二
月
に
羅
振
玉
氏
を
通
じ
て
、
劉
承
幹
氏
よ
り

『

宋
会
要』

食
貨
三
八
市
舶
を

借
り
て
抄
写
し
た
も
の
の
副
本
で
あ
る
。
今
と
な
っ
て
は
こ
の
時
な
ぜ

『

宋
会
要』

食
貨
で
あ
り
、
職
官
で
な
か
っ
た
か
と
の
疑
問
も
あ

る
が
、
藤
田
氏
も

『

宋
会
要』

の
全
容
は
当
時
公
開
さ
れ
て
な
か
っ
た
の
で
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
前
々
か
ら

『

宋
会
要』

の
南
海
関
係
の
蕃
夷
と
市
舶
関
係
の
食
貨
に
興
味
が
あ
り
、
そ
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
。
藤
田
氏
に
よ
っ
て

『

宋
会
要』

の
資
料
が
紹
介

さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
現
に
こ
の
資
料
を
使
っ
て
有
名
な

｢

宋
代
の
市
舶
司
及
び
市
舶
条
例｣

(『

東
洋
学
報』

七
―
二
、
大
正
六
年
五

月)

を
発
表
し
て
い
る
。
こ
の
論
文
は
資
料
収
集
後
、
半
年
経
て
の
発
表
で
あ
る
。
そ
の
後
、
東
洋
文
庫
で
は
、
中
国
の
上
海
で

『

宋
会

要』

の
蕃
夷
、
食
貨
を
書
写
さ
せ
て
い
る

(

請
求
記
号
は
、
Ⅱ
―
15
―
Ａ
―
17)

が
、
こ
れ
も
藤
田
氏
の
助
言
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
う

(

昭
和
四
〜
五
年)

。
こ
れ
は
当
時
、
新
し
い
資
料
が
出
た
と
い
う
こ
と
で
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

藤
田
氏
が
一
九
二
九

(

昭
和
四)

年
に
逝
去
さ
れ
、
遺
言
に
よ
り
漢
籍
が
東
洋
文
庫
に
寄
贈
さ
れ
た
。
翌
年
に

『

藤
田
文
庫
目
録』

が

出
版
さ
れ
、
同
時
に

｢

博
士
記
念
展
覧
会｣

(

陳
列
図
書
目
録
の
請
求
記
号
は
、
Ⅱ
―
展
―
33)

が
催
さ
れ
た
。
そ
の
時
前
述
し
た
上
海

で
書
写
し
た

『

宋
会
要』

の
蕃
夷
と
食
貨
の
一
部
が
、
文
庫
近
獲
本
の
部
と
し
て
展
示
さ
れ
た
。
し
か
し
藤
田
氏
書
写
の

『

文
庫
本
食
貨

二
〇



市
舶』

(

生
前
寄
託
と
い
わ
れ
て
い
た)

に
つ
い
て
は
、
一
言
も
触
れ
ら
れ
て
な
い
。

時
を
経
て
一
九
八
二

(

昭
和
五
七)

年
一
月

『

東
方
学』

六
三
輯

(

二
八
頁)

に
藤
田
豊
八
氏
が
書
写
し
た

『

宋
会
要』

食
貨
三
八
市

舶
の
自
筆
の
原
稿
用
紙
二
枚
が
掲
載
さ
れ
た
。
こ
れ
は
東
方
学
会
の

｢

先
学
を
語
る
―
藤
田
豊
八
博
士
―｣

の
中
で
、
藤
田
豊
八
氏
の
甥

に
あ
た
る
曽
我
部
静
雄
博
士
の
所
有
の
も
の
で
、
叔
父
藤
田
豊
八
が
抄
写
し
た
食
貨
三
八
市
舶
は
自
分
が
所
有
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て

い
る
。
そ
の
中
か
ら
二
枚
だ
け
、
は
じ
め
と
終
わ
り
の
頁
を
掲
載
し
た
も
の
で
あ
る

(『

四
二
号』

二
八
頁)

。
藤
田
氏
の
自
筆
原
稿
と

『

文
庫
本
食
貨
市
舶』

と
を
比
較
し
て
み
る
と
書
体
も
筆
法
も
異
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
自
筆
原
稿
を
見
る
と
最
後
に

｢

大
正
五
年
十
二

月
十
六
日
抄
了｣

と
あ
る
。『
文
庫
本
食
貨
市
舶』

に
は
こ
の
一
文
は
な
い
。
ま
た
自
筆
原
稿
は
字
を
間
違
え
て
横
に
小
さ
く
書
い
て
い

る
が
、『

文
庫
本
食
貨
市
舶』

で
は
、
そ
れ
は
訂
正
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
様
な
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
原
稿
は
藤
田
氏
の
自
筆
で
あ

る
こ
と
に
間
違
い
な
い
。
す
る
と
、
東
洋
文
庫
に
あ
る

『

文
庫
本
食
貨
市
舶』

は
、
藤
田
氏
の
自
筆
本
を
写
し
た
副
本
と
な
る
。(

曽
我

部
氏
が
存
命
中
に
拝
借
し
て
、
自
筆
本
を
複
写
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
る
。
現
在
、
こ
の
自
筆
本
は
ど
こ
に
あ
る

の
か
わ
か
ら
な
い)

こ
れ
に
よ
り
藤
田
氏
の

『

文
庫
本
食
貨
市
舶』

の
生
前
寄
託
説
は
な
く
な
る

(

こ
れ
ま
で
、
藤
田
氏
は
自
筆
の
食
貨

市
舶
を
生
前
に
文
庫
に
寄
託
さ
れ
た
と
云
わ
れ
て
い
た)
。

以
上
の
こ
と
か
ら

『

文
庫
本
食
貨
市
舶』

は
藤
田
氏
の
自
筆
本
よ
り
、
東
洋
文
庫
が
書
写
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
さ

ら
に

｢

東
洋
文
庫｣

と
い
う
印
が
押
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
九
二
四

(

大
正
一
三)

年
十
一
月
東
洋
文
庫
創
立
後
の
も
の
と
な
る
。

そ
れ
に
し
て
も
東
洋
文
庫
で
こ
れ
を
書
写
さ
せ
た
人
は
、
先
見
の
明
が
あ
っ
た
人
だ
と
思
う
。
東
洋
文
庫
に
副
本
が
存
在
し
て
い
る
こ
と

は
救
い
で
あ
る
。
曽
我
部
氏
所
有
の
藤
田
自
筆
本
が
不
明
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
副
本

(『

文
庫
本
食
貨
市
舶』)

に
よ
っ
て
宋
会
要
研
究

二
一



を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
副
本
は
京
都
大
学
に
も
書
写
さ
せ
て
い
る
。

二

食
貨
三
八
市
舶
の
削
除

藤
田
氏
は
一
九
一
六

(

大
正
五)

年

｢

十
二
月
十
六
日
抄
了｣

と
あ
る
如
く
、『

宋
会
要』

食
貨
三
八
市
舶
を
写
し
終
え
て
い
る
。
東

洋
文
庫
は
一
九
二
九
〜
三
〇

(

昭
和
四
〜
五)

年
に
か
け
て

『

宋
会
要』

｢

食
貨｣

と

｢

蕃
夷｣

を
中
国
で
書
写
さ
せ
て
お
り
、
一
九
三

〇

(

昭
和
五)

年
に
は
藤
田
記
念
会
に
文
庫
の
最
近
の
近
獲
本
と
し
て

『

宋
会
要』

の
食
貨
、
蕃
夷
の
一
部
を
公
開
し
た
こ
と
は
す
で
に

述
べ
た
。
ほ
ぼ
こ
の
時
点

(

昭
和
五
年)
で
書
写
は
終
了
し
た
と
考
え
て
よ
い
。
こ
の
時
に
文
庫
が
写
さ
せ
た
食
貨
の
中
に

｢

食
貨
三
八

市
舶｣

は
入
っ
て
な
い
。
書
写
す
る
段
階
で
食
貨
三
八
市
舶
は
削
除
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
一
九
一
七

(

大
正
六)

年
か

ら
一
九
二
九

(

昭
和
四)

年
ご
ろ
の
約
一
二
年
の
間
に
整
理
さ
れ
削
除
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
理
解
し
難
い
の
は
、
東
洋
文
庫
で
は
、
藤

田
氏
が
書
写
し
た

『

文
庫
本
食
貨
市
舶』

が
既
に
東
洋
文
庫
に
入
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
触
発
さ
れ
て
食
貨
を
書
写
し
た

の
に
、
本
元
の
市
舶
が
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
疑
問
が
当
時
文
庫
内
で
出
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る

(

す
く
な
く
と
も
文
章
と
し

て
は
残
っ
て
な
い)

。

い
つ
市
舶
が
削
除
さ
れ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
湯
中

『

宋
会
要
研
究』

(

商
務
印
書
館
、
一
九
三
二
年)

は
宋
会
要
の
目
録
を
つ
く

り
、
食
貨
の
市
舶
の
と
こ
ろ
に
は

｢

巻
三
百
四
十

食
貨
六
十

互
市
、
市
舶

已
見
職
官
提
挙
市
舶
司

存
目
不
録｣

(

市
舶
は
既
に

職
官
に
あ
る
の
で
市
舶
の
記
述
は
こ
こ
に
記
さ
な
い)

と
あ
る
。
一
九
三
二

(
昭
和
七)

年
の
出
版
で
あ
る
の
で
そ
の
前
に
す
で
に
、
市

二
二



舶
は
削
除
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
東
洋
文
庫
で
は
昭
和
四
〜
五
年
に
食
貨
を
書
写
さ
せ
て
い
る
が

(

前
述)

、
そ
の
時
に
は
す
で

に
市
舶
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
私
の
推
測
の
域
を
で
な
い
の
で
あ
る
が
、
藤
田
氏
が
書
写
し
た
食
貨
市
舶
は
終
了
後
、
元
に
戻
す
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
削
除
し

て
し
ま
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
更
に
私
は
、
食
貨
市
舶
は
藤
田
氏
が
書
写
し
た
時
に
は
す
で
に
複
文
と
し
て
削
除
さ
れ
て
い
た
と
考

え
る
。
削
除
し
た
も
の
を
藤
田
氏
に
見
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
方
、
職
官
四
四
の
市
舶
の
方
は
、
既
に
整
理
済
で
あ
っ
た
。
こ

の
よ
う
に
推
測
す
る
に
は
、
い
く
つ
か
の
根
拠
が
あ
る
。

こ
こ
で
宋
会
要
の
成
立
と
徐
松
の
死
後
、
所
有
者
移
転
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
研
究
が
あ
る
が
、
周
藤
吉
之
氏
が
ま
と
め
た
も
の
の

要
旨
を
次
に
記
す
。[

王
雲
海
著

『

宋
会
要
輯
稿
考
校』

(

周
藤
吉
之

『

高
麗
制
度
史
研
究』

(

一
九
九
二
年)

所
収
・
三
四
四
頁
。
初
出

『

東
洋
学
報』

六
九
―
三
、
四
合
併
号
一
九
八
八
年
。)]

一
、
宋
会
要
の
原
書
は
明
代
に
は
す
で
に
欠
け
て
い
た
。

二
、
清
代
の
徐
松
が

『

永
楽
大
典』

か
ら

『

宋
会
要』

を
抄
出
し
た
。
こ
れ
を
稿
本
と
い
う
。

三
、
張
之
洞
の

｢

広
雅
書
局｣

に
は
い
り
、
稿
本
を
屠
寄
、
繆�
孫
が
整
理
し
て

｢

清
稿｣

を
作
成
。

四
、
一
時
、
王
秉
恩
の
手
に
渡
る
が
、
劉
承
幹
の

｢

嘉
業
堂｣
に
帰
し
、
劉
富
曾
ら
に
よ
り

｢

清
本｣

を
編
集
。

五
、
北
平
図
書
館
長
の
葉
渭
清
が
屠
寄
の
清
稿
と
劉
富
曾
の
清
本
と
を
対
照
研
究
す
る
と
、
屠
寄
の
清
稿
を
劉
富
曾
が
剪
截
、
棄
去

す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

六
、
葉
渭
清
は
陳
垣
と
共
に
、
刪
去
、
棄
失
さ
れ
た
も
の
を
査
補
し
て
、
二
〇
〇
冊
に
ま
と
め
て
中
華
書
局

『

宋
会
要
輯
稿』

と
し

二
三



て
発
行
。
し
か
し
こ
れ
も
原
書
と
は
同
じ
か
ら
ず
、『

永
楽
大
典』

も
韻
に
分
か
っ
て
原
書
の
形
を
み
だ
さ
れ
て
い
る
の
で
、

問
題
も
多
い
、
と
あ
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
藤
田
氏
の
書
写
を
み
て
い
く
と
、
藤
田
氏
が
書
写
す
る
前
年
一
九
一
五

(

大
正
四)

年
に
劉
承
幹
は

｢

広
雅
稿
本｣

を
王
秉
恩
よ
り
買
い
入
れ
た
。
そ
の
前
に
張
之
洞
が

｢

広
雅
書
局｣

を
創
設
し
た
の
が
一
八
八
七

(

明
治
二
〇)

年
で
、
宋
会
要
の
整
理

を
し
た
の
が
繆�
孫
と
屠
寄
で
、
屠
寄
は
職
官
を
担
当
し
完
成
さ
せ
て
い
た
と
い
う

(『

四
二
号』

四
六
〜
七
頁)

。
し
た
が
っ
て
劉
承
幹

に
入
る
前
に
、
職
官
は
整
理
さ
れ
て
お
り
、
食
貨
市
舶
は
職
官
市
舶
に
併
合
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
藤
田
氏
の
市
舶
の
書
写
は
整
理

さ
れ
た
後
の
も
の

(

削
除
さ
れ
た
も
の)

で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
み
て
い
く
と
、
市
舶
は
食
貨
と
職
官
の
両
方
に
あ

り
、
職
官
の
ほ
う
が
四
〇
年
後
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
短
い
食
貨
の
方
を
藤
田
氏
に
見
せ
た
の
か
と
い
う
疑
問
も
生
じ
て
く
る
。

あ
る
い
は
藤
田
氏
は
職
官
の
こ
と
は
知
ら
な
い
で
、
食
貨
の
方
を
望
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

『

粤
海
関
志』

に
は
す
で
に

『

宋

会
要』

の
職
官
の
市
舶
を
引
用
し
て
い
た
こ
と
を
、
藤
田
氏
は
知
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

藤
田
氏
が

『

宋
会
要』

食
貨
市
舶
を
書
写
さ
せ
て
も
ら
っ
た
背
後
に
、
仲
介
を
し
た
羅
振
玉
氏
が
い
た
。
羅
氏
は
辛
亥
革
命
で
藤
田
氏

と
共
に
、
中
国
を
脱
出
し
、
大
正
二
年
か
ら
八
年
ま
で
京
都
に
住
ん
で
い
た
。
藤
田
氏
は
池
袋
に
在
住
し
て
い
た
。
藤
田
氏
の
書
写
は
そ

の
間
の
出
来
事
で
あ
る
。
大
正
四
年
に
劉
氏
が
王
秉
恩
氏
よ
り

『
宋
会
要』

を
買
い
取
っ
た
こ
と
、
そ
の
翌
年
に
藤
田
氏
は
劉
氏
に
よ
っ

て
食
貨
市
舶
を
書
写
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
間
の
中
国
と
の
連
絡
は
実
に
密
接
で
な
け
れ
ば
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

時
期
羅
氏
は
身
の
安
全
の
た
め
日
本
に
き
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
持
ち
主
も
転
々
と
変
わ
る
と
い
う
情
報
も
自
由
に
入
手
で
き
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
中
で
藤
田
氏
は
市
舶
を
写
し
た
の
で
あ
る
。

二
四



三

食
貨
三
八
市
舶
の
削
除
の
理
由

『

宋
会
要』
を
編
集
す
る
過
程
で
、
同
じ
文
章
が
二
か
所
、
複
数
に
あ
っ
た
場
合
に
は
、
複
文
と
し
て
、
資
料
の
多
い
方
を
残
し
て
、

あ
と
は
削
除
す
る
と
い
う
編
集
方
針
で
あ
っ
た
。
市
舶
の
場
合
、
食
貨
の
三
八
と
職
官
の
四
四
の
二
か
所
に
記
述
が
あ
る
。
た
だ
し

『

永

楽
大
典』

の
巻
数
と
字
韻
が
各
々
異
な
る

(

表
１
参
照)

が
、
文
章
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る

(『

四
二
号』

一
三
〇
〜
四
八
頁
参
照)

。
し
か

し
職
官
四
四
の
方
が
約
四
〇
年
、
一
六
項
目
多
い
の
で
、
食
貨
の
市
舶
を
削
除
し
て
、
職
官
四
四
の
市
舶
を
残
し
た
。
そ
れ
が
現
在
の
通

行
本

『

宋
会
要
輯
稿』

で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
東
洋
文
庫
に

『

文
庫
本
食
貨
市
舶』

が
有
る
か
ら
、
食
貨
市
舶
の
存
在
が
分
か
る
の
で
あ
っ
て
、
目
録
の
如
く
市
舶
は
食

貨
に
あ
っ
た
が
、
複
文
な
の
で
職
官
を
見
よ
と
い
っ
て
、
食
貨
の
項
目
を
削
除
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
食
貨
に
何
が
あ
っ
た
か
、

わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
少
く
と
も
項
目
を
残
し
、
年
号
、
月
日
、
そ
の
資
料
を
提
示
し
な
け
れ
ば
、
複
文
と
言
わ
れ
て
も
理
解

し
に
く
い
。
そ
こ
を
明
確
に
し
な
い
と
資
料
と
し
て
利
用
で
き
な
い
。
こ
の
明
確
さ
を
欠
い
た
た
め
に
、『

文
庫
本
食
貨
市
舶』

が
あ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
東
洋
文
庫
で
は
長
年

『

宋
史』

と

『

宋
会
要』

の
食
貨
の

研
究
を
行
っ
て
い
る
。『

宋
史』

は
食
貨
志
訳
註
を
完
成
さ
せ
、『

宋
会
要』

で
は
食
貨
の
内
容
別
目
録
を
五
冊
出
版
し
て
い
る
。
し
か
し
、

『

宋
会
要』

か
ら
食
貨
三
八
市
舶
は
削
除
さ
れ
て
い
る
の
で
目
録
に
は
入
っ
て
な
い
。
東
洋
文
庫
で
は
、『

文
庫
本
食
貨
市
舶』

を
所
有
し

て
い
な
が
ら
、
そ
の
出
所
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
疑
問
視
す
る
人
も
な
く
関
心
が
薄
ら
い
で
、
放
置
さ
れ
て
し
ま
っ

二
五



た
の
で
あ
ろ
う
。
今
な
ら

『

文
庫
本
食
貨
市
舶』

と

『

補
編』

に
よ
っ
て
食
貨
に
市
舶
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
で
き
る
。

四
『

補
編』

に
現
れ
た
食
貨
三
八
市
舶
―
中
国
国
家
図
書
館

『

宋
会
要
葉
渭
清
本
一
四
〇
三』

―

一
九
八
八
年
に

『
補
編』

が
出
版
さ
れ
た
。『

宋
会
要』

編
纂
か
ら
は
ず
れ
た
も
の
、
重
複
で
削
除
さ
れ
た
も
の
な
ど
を
集
め
た

『

補

編』

は
八
〇
万
字
と
い
う
。
陳
智
超
氏
の
長
年
の
苦
労
は
、
大
変
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
中
に

｢

市
舶｣

と
題
し
た
記
述

が
あ
る
の
を
見
つ
け
た
。
本
文
の
最
後
に
は

｢

参
職
官
四
四
之
一
至
三
〇｣

、(

職
官
四
四
の
一
か
ら
三
〇
を
参
考)

と
印
で
押
し
て
あ
る
。

本
文
を
見
る
と
、
藤
田
氏
が
書
写
し
た

『
宋
会
要』

食
貨
三
八
市
舶
、
つ
ま
り

『

文
庫
本
食
貨
市
舶』

と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

私
は
二
〇
〇
八

(

平
成
二
〇)

年
四
月
に
い
く
つ
か
の
疑
問
を
解
き
た
い
と
思
い
、
中
国
国
家
図
書
館
を
訪
れ
た
。『

補
編』

の
市
舶
は

ど
の
よ
う
な
も
の
か
確
認
す
る
た
め
で
あ
る
。
図
書
館
で
は

『

宋
会
要
葉
渭
清
本
一
四
〇
三』

を
請
求
し
調
査
を
行
っ
た
。
こ
の

『

宋
会

要
葉
渭
清
本
一
四
〇
三』

は

『

宋
会
要
輯
稿』

を
編
集
し
た
時
に
、
複
文
と
し
て
落
と
し
た
も
の
、
切
り
取
っ
た
断
片
な
ど
を
あ
つ
め
た

も
の
で
、
そ
の
一
部
に
は

『

補
編』

と
し
て
刊
行
し
た
も
の
も
含
ま
れ
る
。
そ
の
な
か
で
市
舶
関
係
を
み
た
。
そ
れ
を
見
て
み
よ
う

(『

四
二
号』

四
〇
〜
五
一
頁
参
照)

。

(

１)

食
貨
門

市
舶
司
を
削
除

二
六



｢
宋
会
要
一
四
〇
三｣

の
市
舶
の
欄
外
に
メ
モ
が
筆
で
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ぎ
の
様
で
あ
る

(

写
真
１
参
照)

。

市
舶
起
開
宝
四
年
訖
乾
道
九
年

食
貨
門

市
舶
司

已
注

已
見
職
官
門
提
挙
市
舶
司
存
目
不
録

と
あ
る
。
こ
の
右
に
記
す
欄
外
の
メ
モ
書
き
は
、
宋
会
要

を
編
集
す
る
時
に
、｢

市
舶
は
開
宝
四
年
よ
り
起
し
、
乾

道
九
年
に
訖
る
。
食
貨
門
、
市
舶
司
、
已
に
職
官
門
、
提

挙
市
舶
司
に
記
録
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
は
録
さ
な
い｣

と
い
う
。
食
貨
門
か
ら
市
舶
を
は
ず
し
た
と
い
う
重
要
な

メ
モ
書
き
で
あ
る
。
は
ず
さ
れ
た
も
の
が
、
棄
て
ら
れ
る

こ
と
な
く
、『

補
編』

の
中
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、『

宋
会
要
葉
渭
清
本
一

二
七

写真１



四
〇
三』

は
、
非
常
に
厚
い
も
の
で
冊
子
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
中
か
ら
重
要
な
も
の
を
選
ん
で

『

補
編』

に
収
録
し
て
い
る
。
そ
し
て

こ
の
食
貨
門
市
舶
司
は
、
な
ん
と
、
藤
田
豊
八
氏
が
劉
承
幹
氏
を
通
じ
て
書
写
し
た
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る

(

タ
イ
ト
ル

の
市
舶
は
、
あ
と
か
ら
朱
で
書
い
た
も
の)

。
藤
田
氏
は
こ
の

『

補
編』

に
記
さ
れ
て
い
る
印
、
そ
れ
を
消
し
た
も
の
、
一
字
空
け
の
し

る
し
、
記
号
、
書
き
込
み
に
し
た
が
っ
て
正
確
に
書
写
し
て
い
る
。
そ
の
原
本
が

『

宋
会
要
葉
渭
清
本
一
四
〇
三』

に
あ
り

『

補
編』

の

市
舶
に
収
録
さ
れ
て
い
た
。
即
ち

『

文
庫
本
食
貨
市
舶』

は
、『

補
編』

の
市
舶
と
同
じ
で
あ
っ
た

(『

四
二
号』

三
〇
〜
四
〇
頁
参
照)

。

そ
し
て
こ
の
部
分
は
、
こ
の
メ
モ

(

書
き
込
み)

に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
職
官
の
提
挙
市
舶
と
複
文
な
の
で
、
食
貨
の
部
分
を
除

外
し
た
と
あ
る
。
こ
の
市
舶
の
資
料
は
、
藤
田
氏
が
こ
の
資
料
を
写
し
た
後
、『

補
編』

出
版
の
間
の
七
〇
年
を
経
て
日
の
目
を
み
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で

『
文
庫
本
食
貨
市
舶』

を
見
て
き
た
も
の
に
と
っ
て
は
、
こ
の

『

補
編』

に
記
さ
れ
た
市
舶
の
実
物

の
記
述
と
対
面
す
る
の
は
、
感
慨
無
量
で
あ
る
。
よ
く
廃
棄
さ
れ
な
い
で
残
存
し
て
い
た
と
思
う
。

し
か
し
、
こ
の
市
舶
に
つ
い
て
一
つ
問
題
が
あ
る
。『

補
編』

を
編
纂
し
た
陳
智
超
氏
や
編
纂
者
は
こ
の
欄
外
の
メ
モ
書
き
を
見
落
と

し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
無
視
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
メ
モ
書
き
は
、『

補
編』

で
い
え
ば
六
三
八
頁

の
上
段
右
の
上
の
欄
外
に
記
さ
れ
て
い
る

(

写
真
１
参
照)
。
し
か
し
、
印
刷
さ
れ
た

『

補
編』

で
は
欄
外
の
部
分
は
カ
ッ
ト
さ
れ
て
見

る
こ
と
は
で
き
な
い
。『

補
編』

の
目
録
で
は
、｢

参
見
箇
所｣
と
し
て
、
職
官
四
四
と
し
て
い
る
。
こ
れ
で
は

『

補
編』

に
記
さ
れ
て
い

る
市
舶
の
記
述
は
、
職
官
四
四
を
見
よ
と
い
う
だ
け
で
、
こ
の
記
述
が
食
貨
門
市
舶
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
。
こ
れ
を
解
明
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
食
貨
に
市
舶
が
あ
っ
た
こ
と
、
更
に
藤
田
氏
が
、
そ
れ
を
書
写
し

『

文
庫
本
食
貨
市
舶』

と
し
て
、
東
洋
文
庫
に
保
管

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
て
い
き
た
い
。
こ
の
事
に
つ
い
て
、
も
う
少
し

『

宋
会
要
葉
渭
清
本
一
四
〇
三』

か
ら
見
て
み
よ
う
。

二
八



(
２)

食
貨
三
十
八

市
舶
を
削
除

(

１)

に
続
い
て
も
う
ひ
と
つ
、『

宋
会
要
葉
渭
清
本
一
四
〇
三』

に
重
要
な
資
料
が
残
っ
て
い
る
。
表
紙
の
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
で
あ

る
。『

補
編』

に
収
録
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
編
纂
中
の
メ
モ
書
き
の
様
な
も
の
で
あ
る

(

写
真
２
参
照)

。

食
貨

三
十
八

互
市
在
底
本
中
間

和
市

互
市

市
舶

已
見
職
官
提
挙
市
舶
司

存
目
不
録巻

二
百
十
八

｢

食
貨
三
十
八
に
は
和
市

互
市

市
舶
が
あ
っ
た
が
、
市
舶
は
已
に

職
官
の
提
挙
市
舶
司
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
記
述
し
な
い
。
互
市
は
和
市

と
市
舶
の
中
間
に
存
在
し
た｣

と
あ
る
。
こ
れ
は

(

１)

は
食
貨
門
の
市
舶
司
を
削
除
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
が
、(

２)

で
は
、
食
貨
三
八
に
は
、
和
市
、
互
市
、
市

舶
が
あ
る
。
市
舶
は
録
さ
な
い
が
、
そ
も
そ
も
互
市
は
和
市
と
市
舶
の

中
間
に
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
の
資
料
は
本
来
食
貨
三
八
に
あ
っ
た
市
舶

二
九

写真２



が
削
除
さ
れ
て
い
く
過
程
を
し
め
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ

『

宋
会
要』

の
食
貨
三
八
に
は
和
市
、
互
市
し
か
な
い
の
か
。
本
来
は
こ
こ

に
も
市
舶
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
資
料
の
下
方
に

｢

互
市
は
和
市
と
市
舶
の
間
に
あ
っ
た｣

と
記
す
。
こ
れ
は
表

紙
に
メ
モ
書
き
で
正
式
な
も
の
で
は
な
い
が
、
重
要
で
あ
る
。
前
述
し
た
が
こ
の
市
舶
の
部
分
、
つ
ま
り
削
除
さ
れ
た
部
分
が
藤
田
氏
が

書
写
し
た

『
文
庫
本
食
貨
市
舶』

な
の
で
あ
る
。
自
筆
本
が
現
在
行
方
が
わ
か
ら
な
い
の
で
、『

文
庫
本
食
貨
市
舶』

が
唯
一
の
も
の
で

あ
る
。
結
果
的
に
職
官
と
重
複
す
る
と
は
い
え
、
食
貨
三
八
市
舶
は
、
文
庫
に
し
か
な
い
貴
重
な
資
料
だ
っ
た
の
で
あ
る

(

の
ち
に

『

補

編』

か
ら
原
本
が
出
て
き
た)
。

そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
同
じ
文
章
の
も
の
が
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
食
貨
三
八
市
舶
は

『

永
楽
大
典』

巻
一
七
五
五
二

｢

貨｣

字

韻
。
一
方
の
職
官
四
四
市
舶
は

『

永
楽
大
典』

巻
一
一
二
四

｢

司｣

字
韻
か
ら
収
録
さ
れ
た
。｢

貨｣

と

｢

司｣

と
は
、
乾
道
九
年
ま
で

両
者
は
記
述
が
同
じ
で
あ
る
。
年
月
日
順
に
並
べ
る
と
一
一
〇
の
項
目
が
あ
り
、
か
な
り
の
分
量
で
あ
る
。
一
一
〇
項
目
の
内
容
を
み
る

と
、
市
舶
と
異
な
る
記
述
は
一
つ
も
な
い
。『
永
楽
大
典』

の
字
韻
が
異
な
っ
て
も
こ
れ
だ
け
の
分
量
の
文
章
が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
少
々
疑
問
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
乾
道
九
年
以
降
は
職
官
四
四
市
舶
だ
け
に
記
述
が
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内

容
を
見
る
と
四
割
以
上
が
、
市
舶
に
関
係
が
な
い
も
の
が
入
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

(

六
節
参
照)

。
わ
ず
か
一
六
項
目
の
内
、
七
項
目

の
市
舶
以
外
の
混
入
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
確
か
め
よ
う
に
も

『
永
楽
大
典』

の
大
部
分
が
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
復
元
し
よ
う

と
し
て
も
出
来
な
い
状
況
な
の
で
仕
方
が
な
い
。『

宋
会
要』

の
編
集
の
む
ず
か
し
さ
が
あ
る
。

三
〇



五
『

文
庫
本
食
貨
市
舶』

と
職
官
四
四
市
舶
と

『

補
編』

と
の
関
係

現
在
、『

宋
会
要』

に
関
係
す
る
中
に
市
舶
の
記
述
が
三
か
所
あ
る
。
こ
の
三
者
の
関
係
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。

斯
波
義
信
氏
は
早
く
か
ら
、『

宋
会
要』

と

『

文
庫
本
食
貨
市
舶』

と
の
関
係
を
研
究
さ
れ
て
お
り

『

東
洋
文
庫
八
十
年
史
１』

(

平
成

一
九
年)

｢

藤
田
文
庫｣
に
つ
い
て
の

[

こ
の
手
抄
本
は

『

永
楽
大
典』

巻
一
七
五
五
二

(

貨
字
韻)

よ
り
の
抄
写
で
あ
る
点
で
、
通
行

の
北
平
図
書
館
影
印
本
と
異
な
る
ほ
か
標
題
に

(

食
貨
三
八)

と
門
類
を
明
記
し
て
通
行
本
の
よ
う
に

｢

職
官
四
四｣

に
編
入
し
な
い
点

で
も
注
目
に
値
す
る]

(

二
二
〜
三
頁)
と
記
し
て
い
る
。
氏
は
手
抄
本
と
宋
会
要

(

職
官)

と
違
う
点
は
永
楽
大
典
の
巻
数
と
字

(

韻)

、

さ
ら
に
表
題
が
職
官
で
は
な
く
、
食
貨
三
八
と
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
更
に
氏
は
、『

宋
史
食
貨
志
訳
註』

六

(

東
洋
文
庫
平
成
十

八
年
互
市
舶
斯
波
義
信
訳
註)

の
互
市
舶
法
の
中
で
、『

補
編』

と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ

[

手
抄
本
は
補
編
と
同
じ
で
あ
り
、
下
限
が
乾

道
九
年
七
月
十
二
日
ま
で
を
収
め
て
い
る
こ
と
、｢
大
典｣

巻
一
七
五
五
二
よ
り
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
同
一
で
あ
る
。
し
か
し
こ

れ
は

｢

宋
会
要
輯
稿｣
(

職
官
四
四)

と
は
異
な
る
。
そ
の
ほ
か
に
、『

補
編』

が
市
舶
を
職
官
四
四
に
属
さ
せ
て
い
る
こ
と
、
・
・

(

中

略)

・
・｢

宋
会
要
輯
稿｣

と
手
抄
本
と
は
語
句
が
等
し
い
の
に
、
手
抄
本
は
食
貨
三
八
と
明
記
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
で
き
る
。
さ
ら

に
、
市
舶
が
食
貨
三
八
と
あ
る
の
は
、｢

宋
会
要
輯
稿｣

で
は
食
貨
三
六
に
は�
易
、
三
七
に
は
市
易
、
三
八
に
は
和
市
・
互
市
の
事
目

が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
市
舶
が
食
貨
三
八
に
あ
る
の
は
分
類
と
し
て
は
理
に
か
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
一
つ
の
謎
と
し
て
後
考

を
待
ち
た
い
。(

要
旨)]

(

四
〇
〇
〜
一
頁)

と
あ
る
。
複
雑
な
の
で
一
覧
表
に
ま
と
め
た
。
つ
ぎ
の
様
に
な
る
。

三
一



三
様
の
矛
盾
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
疑
問
点
は
、
最
近
公
開
さ
れ
た

『

宋
会
要
葉
渭
清
本
一
四
〇
三』

、
や

『

補
編』

な
ど

を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
り
ほ
ぼ
解
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
次
に
記
す
。

一
、『

文
庫
本
食
貨
市
舶』

は

『

宋
会
要』

編
纂
の
過
程
で
、
複
文
と
し
て
職
官
四
四
市
舶
に
併
合
さ
れ
、
巻
数
、
表
題
、
本
体
と

も
削
除
さ
れ
た
。
削
除

(

あ
る
い
は
破
棄)

さ
れ
る
前
に
藤
田
氏
が
書
写
し
た
。
そ
れ
が

『

文
庫
本
食
貨
市
舶』

な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
長
い
間
、
文
庫
で
は

『

文
庫
本
食
貨
市
舶』

の
出
所
が
わ
か
ら
ず
、
疑
問
を
持
ち
な
が
ら
も
放
置
さ
れ
忘
れ
ら
れ

て
い
っ
た
。

二
、
そ
れ
が
解
っ
た
の
は
、『

宋
会
要
葉
渭
清
本
一
四
〇
三』

(『

補
編』

に
収
録)

の
中
に
、
市
舶
に
つ
い
て
破
棄
、
削
除
さ
れ
た

い
く
つ
か
の
資
料
が
あ
り
、
そ
の
一
つ
に
表
紙
に

(

写
真
２)
食
貨

和
市
、
互
市
、
市
舶
、
と
あ
り
市
舶
に
は
す
で
に
職

官
に
あ
る
の
で
記
録
し
な
い
と
い
う
覚
書
が
つ
い
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
市
舶
は
項
目
と
本
文
本
体
と
共
に
削
除
さ
れ

た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て

『

宋
会
要』

の
食
貨
三
八
に
は
和
市
、
互
市
し
か
な
い
。
斯
波
氏
が
前
述
し
た
如
く
、

三
二

表
１

市
舶
の
記
述

『

手
抄
本

(『

文
庫
本
食
貨
市
舶』)』

『

補
編』

『

職
官

(

四
四
市
舶)』

市
舶
記
述

大
典
巻

字
韻

分

類

下

限

備

考

手
抄
本

一
七
五
五
二

貨

食
貨
三
八

乾
道
九(

一
一
七
三)

年
七
月
十
二
日

刪
去
。
複
文
の
た
め
職
官
に
併
合
。

補
編

一
七
五
五
二

貨

食
貨
三
八(

職
官
四
四
参
照
と
す
る)

乾
道
九(

一
一
七
三)

年
七
月
十
二
日

手
抄
本
と
同
じ
。

職
官

一
一
二
四

司

職
官
四
四

嘉
定
六(

一
二
一
三)

年
四
月
七
日

食
貨
を
併
合
。



｢

文
庫
本
の
食
貨
三
八
の
市
舶｣

は
、
分
類
上
は
理
に
か
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
た
が
、
そ
の
通
り
で
、
実
際
に
食
貨
の
市
舶

は
、
三
八
に
あ
っ
た
も
を
、
削
除
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
三
八
に
は
存
在
し
な
い
。
削
除
し
た
も
の
を
、
藤
田
氏
が
書
写
し
、

現
在
文
庫
に
あ
る
の
で
あ
る
。

三
、
外
さ
れ
た

(

削
除
さ
れ
た)

市
舶
が

『

宋
会
要
葉
渭
清
本
一
四
〇
三』

に
残
存
し
て
い
る

(『

補
編』

に
収
録)

。
こ
れ
が
藤
田

氏
書
写
の
原
本
で
あ
り

(『

四
二
号』

参
照)

、『

文
庫
本
食
貨
市
舶』

で
あ
る
。
中
国
国
家
図
書
館
で
は
、
削
除
さ
れ
た
食
貨

三
八
市
舶
の
抄
録
が
東
洋
文
庫
に
あ
る
こ
と
、『

補
編』

の
市
舶
の
欄
外
の
覚
書

(

写
真
１
、
２)

な
ど
を
ま
だ
検
討
し
て
な

い
の
で
、
こ
れ
が
食
貨
三
八
市
舶
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
な
い
と
思
う
。
今
後
の
課
題
で
も
あ
る
。

以
上
が

『

宋
会
要
葉
渭
清
本
一
四
〇
三』

の
調
査
か
ら
わ
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、『

文
庫
本
食
貨
市
舶』

に
つ
い
て
の
疑
問
は
解
消
で

き
た
と
思
う
。
そ
れ
に
し
て
も

『

宋
会
要』
を
編
纂
す
る
過
程
で
多
く
の
人
が
参
入
し
、
所
有
者
も
転
々
と
変
わ
り
、
編
集
方
針
も
変
わ

り
、
分
量
も
多
く
、
更
に
韻
で
統
一
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
も
む
ず
か
し
さ
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
食
貨
市
舶
の
項
目
に
限
っ

て
み
て
き
た
が
、
そ
の
ほ
か
の
項
目
に
も
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

六

『

文
庫
本
食
貨
市
舶』

以
降
の
記
述
に
つ
い
て
―

『

宋
会
要』

職
官
四
四
市
舶
か
ら
―

『

文
庫
本
食
貨
市
舶』

の
下
限
は
乾
道
九
年
で
あ
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
以
降
の
記
述
に
つ
い
て
、
つ
ま
り
複
文

で
な
い
記
述
を
職
官
四
四
市
舶
か
ら
見
て
み
よ
う
。
年
代
的
に
言
う
と

『

文
庫
本
食
貨
市
舶』

の
下
限
は
南
宋
期
の
乾
道
九

(

一
一
七
三)

三
三



三
四

表２ 『宋会要』 職官44市舶､ 淳煕元年～嘉定６年―東洋文庫本 『宋会要』 食

貨38市舶に記されていない後半の部分―

番号 年号 年 月 日 内 容 字数
市舶以外の記述のため､ 移動す

べき個所

111 淳煕元(1174)年７月12日 市 舶 99字

112 淳煕元(1174)年10月10日 市 舶 118字

113 淳煕２(1175)年２月27日 市 舶 106字

114 淳煕２(1175)年12月５日 市 舶 90字

115 淳煕６(1179)年１月22日 降 官 36字 『宋会要』 職官72､ 黜降官

116 淳煕６(1179)年１月23日 � 易 139字 『宋会要』 食貨36�易､ 38互市
117 淳煕７(1180)年８月３日 互 市 84字 『宋会要』 食貨38互市､ 36�易
118 淳煕11(1184)年12月14日 塩 法 201字 『宋会要』 食貨28塩法

119 淳煕13(1186)年11月27日 塞の回易 119字 『宋会要』 食貨38互市､ 36�易
120 淳煕15(1188)年９月24日 四川の博易場 53字 『宋会要』 食貨38互市､ 36�易
121 淳煕15(1188)年11月22日 泗州の�場 333字 『宋会要』 食貨38互市､ 36�易
122 紹煕元(1190)年３月８日 市 舶 159字

123 開禧元(1205)年８月９日 市 舶 128字

124 開禧元(1205)年10月11日 市 舶 31字

125 開禧３(1207)年１月７日 市 舶 146字

126 嘉定６(1213)年４月７日 市 舶 344字

合計 2186字

＊115～121の合計 965字 全体の44.1％

(市舶以外)

＊111～114､ 122～126 1221字 全体の55.8％

(市舶)



年
七
月
十
二
日
で
あ
る
。
一
方
、『

宋
会
要』

職
官
四
四
市
舶
は
こ
れ
以
降
、
嘉
定
六

(

一
二
一
三)

年
ま
で
約
四
〇
年
間
続
く
。
つ
ま

り
こ
の
部
分
が
複
文
で
な
い
記
述
で
あ
る
。
日
付
毎
に
し
て
一
六
項
目
、
字
数
に
し
て
二
一
八
六
字
で
、
淳
煕
元

(

一
一
七
四)

年
か
ら

嘉
定
六
年
ま
で
あ
る

(

表
２
参
照)

。

以
下
に
年
月
日
毎
に
一
項
目
ず
つ
、
年
号
、
年
月
日
、
と
簡
単
な
要
約
を
つ
け
た
。
本
来
な
ら
ば
資
料
と
し
て
全
文
を
提
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、『
文
庫
本
食
貨
市
舶』

の
資
料
で
な
い
こ
と
と
、
紙
数
の
関
係
で
資
料
は
こ
こ
で
は
省
略
し
た
。
上
の
番
号
は
、『

四
二

号』

で

『

文
庫
本
食
貨
市
舶』

の
全
文
を
紹
介
し
た
時
の
番
号
の
続
き
で
最
後
が

(

一
一
〇)

番
で
あ
っ
た
の
で
、
次
の
番
号
と
し
て

(

一
一
一)

か
ら
と
し
た
。
内
容
を
検
討
し
て
い
く
段
階
で
、
こ
の
中
に
市
舶

(

海
上
貿
易)

と
異
な
る
も
の
が
か
な
り
混
入
し
て
い
る
。

こ
れ
は

『

文
庫
本
食
貨
市
舶』

に
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
市
舶
と
異
な
る
も
の
を
市
舶
の
部
分
か
ら
外
す
と
し
た
ら
、
ど
こ
の
部

門
、
項
目
に
移
動
さ
せ
た
ら
よ
い
か
を
考
え
、『

宋
会
要』

の
中
で
の

｢

移
動
個
所｣

を
記
し
た
。
こ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
筆
者
の
判
断
で

あ
る
。
以
下
、
一
六
項
目
を
見
て
み
る
。

(

一
一
一)

(

孝
宗)

淳
煕
元

(

一
一
七
四)

年
七
月
十
二
日

｢

要
約｣

浙
江
の
四
つ
の
市
舶
務

(

臨
安
府
、
明
・
秀
・
温
州)
に
上
供
、
変
売
物
な
ど
の
数
を
調
べ
て
都
に
送
納
せ
よ
。
た
だ
し
全
部

起
発
す
る
と
博
易
す
る
資
本
金
が
な
く
な
る
の
で
、
五
分
は
存
留
せ
よ
。
九
九
字
。

(

一
一
二)

(

淳
煕
元
年)

十
月
十
日

三
五



｢
要
約｣

提
挙
福
建
路
市
舶
司
が
言
う
に
、
市
舶
司
に
は
鬻
綱
の
弊
が
あ
る
の
で
、
細
色
、
粗
色
と
も
運
送
す
る
人
選
を
厳
し
く
せ
よ
。

一
一
八
字
。

(

一
一
三)

(

淳
煕)

二
年
二
月
二
十
七
日

｢

要
約｣

綱
運
に
つ
い
て
。
粗
細
の
物
貨
は
五
万
斤
を
一
綱
と
し
、
福
建
は
三
か
月
、
広
南
は
六
か
月
を
限
り
と
し
て
都
に
送
る
。
欠
損

が
な
け
れ
ば
、
推
賞
す
。
一
〇
六
字
。

(

一
一
四)

(

淳
煕
二
年)

十
二
月
五
日

｢

要
約｣

提
挙
福
建
路
市
舶
蘇�
が
言
う
に
、
貿
易
は
市
舶
司
が
設
置
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
け
に
限
り
、
出
境
は
許
さ
な
い
。
今
後
、

税
の
手
続
き
、
保
証
人
、
舶
司
の
陳
状
、
名
件
、
拠
な
ど
を
整
え
れ
ば
、
福
建
路
州
軍
に
興
販
す
る
の
を
許
し
て
ほ
し
い
と
願

い
出
て
、
許
さ
れ
た
。
九
〇
字
。

次
の

(

一
一
五)

か
ら
し
ば
ら
く

(

一
二
一)

ま
で
市
舶
と
直
接
関
係
の
無
い
項
目
が
続
く
。

(

一
一
五)
(

淳
煕)

六

(

一
一
七
九)

年
正
月
二
十
二
日

｢

要
約｣

前
広
州
鄭
人
傑
は
銅
銭
、
銀
宝
を
透
漏
し
た
罪
で
三
官
の
特
降
と
な
っ
た
。
三
六
字
。

こ
の
記
述
は
銅
銭
、
銀
の
透
漏
で
あ
る
か
ら
海
外
貿
易
と
無
関
係
で
は
な
い
が
、
降
官
に
関
す
る
箇
所
で
あ
る
。

三
六



｢
移
動
の
個
所｣

『

宋
会
要』

職
官
七
二
、
黜
降
官
に
は
官
吏
が
汚
職
な
ど
に
よ
っ
て
、
降
格
さ
れ
た
ひ
と
、
そ
の
理
由
が
記
さ
れ
て
い
る
。

黜
降
官
九
を
見
る
と
、
淳
煕
五
年
十
二
月
の
次
が
、
淳
煕
六
年
八
月
に
な
っ
て
お
り
、
本
条
の
六
年
正
月
は
欠
け
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
記
事
は
、
淳
煕
五
年
十
二
月
の
次
に
入
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
入
れ
ば
降
官
の
事
例
と
し
て
役
立
つ
で
あ

ろ
う
。

(

一
一
六)

(

淳
煕
六
年
一
月)
二
十
三
日

｢

要
約｣

光
州
中
渡
市

(

河
南
省)
に�
場
を
復
置
せ
よ
。�
場
官
の
任
命
に
あ
た
り
、
北
界
に
面
し
て
い
る
の
で
人
選
を
き
び
し
く
せ

よ
。
任
内
に
透
漏
が
な
け
れ
ば
陞
擢
さ
せ
る
。
一
三
九
字
。

こ
の
記
事
は
、
海
上
貿
易
、
市
舶
と
は
関
係
が
な
く
、
辺
境
の�
場
で
の
陸
上
貿
易
に
関
係
す
る
記
述
で
あ
る
。

｢

移
動
の
箇
所｣

『

宋
会
要』

食
貨
三
六�
易
・
食
貨
三
八
互
市
で
あ
る
。�
場
は
、
北
宋
だ
け
で
建
徳
二
年
か
ら
宣
和
二
年
ま
で
、
淳
煕

年
間
の
記
述
は
な
い
。
食
貨
三
八
互
市
は
海
上
に
対
し
て
陸
上
貿
易
を
指
す
が
互
市
も
建
徳
四
年
か
ら
嘉
定
十
年
ま
で
あ
る
が
、

淳
煕
年
間
か
ら
嘉
定
九
年
ま
で
欠
け
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
項
目
は�
易
、
互
市
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。

(

一
一
七)
(

淳
煕)

七

(

一
一
八
〇)

年
八
月
三
日

｢

要
約｣

黎
州

(

四
川
省)

塞
の
外
で
の
互
市
に
つ
い
て
。
官
吏
が
珠
玉
な
ど
を
勝
手
に
収
買
し
て
い
る
の
で
禁
約

(

禁
止
令)

を
行
い
、

諸
司
は
管
理
下
の
官
吏
の
取
り
締
ま
り
を
強
化
せ
よ
。
八
四
字
。

三
七



｢
移
動
の
箇
所｣

食
貨
三
六�
場
、
三
八
互
市
。
こ
れ
も
辺
境
地
、
黎
州
の
互
市
で
あ
る
。
前
項
目
の
食
貨
三
八
の
互
市
と
同
じ
で
、
淳

煕
年
間
が
無
い
。
互
市
も
淳
煕
年
間
が
な
く
、
次
の
紹
煕
五

(

一
一
九
四)

年
が
一
点
あ
る
が
、
嘉
定
十

(

一
二
一
七)

年
の

次
に
在
り
、
年
代
が
不
統
一
で
あ
る
。
慶
元
、
嘉
泰
、
開
禧
年
間
が
無
く
、
嘉
定
十
年
が
一
点
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
す
る
と
本

条
の
淳
煕
年
間
の
記
事
は
そ
の
点
で
貴
重
で
あ
る
。
三
六
の�
易
も
南
宋
の
記
述
は
な
い
。

陸
上
貿
易
を
指
す
互
市
の
中
に
も
海
外
貿
易
が
混
入
し
て
い
る
。
例
を
あ
げ
る
と
、
蕃
商
の
難
破
に
よ
る
広
州
市
舶
司
で
の
取
り
調
べ
、

天
禧
二
年
十
一
月
。
福
州
商
人
林
振
の
隠
税
、
天
禧
三
年
十
月
。
日
本
の
硫
黄
の
綱
運
に
つ
い
て
、
元
豊
七
年
二
月
八
日
。
海
道
に
よ
る

商
人
の
興
販
の
規
則
、
紹
聖
元
年
閏
四
月
二
五
日
な
ど
で
あ
る

(

後
述)

。

(

一
一
八)

(

淳
煕)

十
一

(

一
一
八
四)
年
十
二
月
十
四
日

｢

要
約｣

解
塩

(

山
西
省)

の
売
買
と
そ
の
取
り
締
ま
り
と
違
反
し
た
場
合
の
罰
則
規
定
が
記
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
字
。

こ
の
項
目
は
市
舶
で
な
く
塩
法
で
あ
る
。

｢

移
動
の
箇
所｣

本
項
目

(

一
一
八)

と
同
内
容
の
も
の
が

『
宋
会
要』

食
貨
二
八
、
塩
法
一
九
、
淳
煕
十
年
七
月
十
七
日
の
項
目
に
あ

る
。
本
項
目
の
淳
煕
十
一
年
十
二
月
十
四
日
は
こ
の
塩
法
に
は
記
載
が
な
い
。
こ
の
二
つ
の
塩
法
の
内
容
を
検
討
す
る
と
、
淳

煕
十
年
七
月
十
七
日
に
詔
が
で
て
、
塩
の
私
販
を
禁
じ
、
罰
則
規
定
が
記
さ
れ
て
い
る
。

本
項
目
の
淳
煕
十
一
年
は
、
十
年
の
勅
を
受
け
て
、
指
揮

(

勅
の
事)
を
降
し
た
通
り
塩
の
私
販
の
禁
止
と
罰
則
規
定
を
各
々
路
の
提

挙
官
、
知
州
な
ど
に
命
じ
て
そ
れ
を
徹
底
さ
せ
よ
と
い
う
詔
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
塩
法
の
淳
煕
十
年
七
月
と
本
項
の
淳
煕
十
一
年
は
内

三
八



容
的
に
一
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
故
に
本
項
は
市
舶
に
入
っ
て
い
る
の
は
間
違
い
で
、
塩
法
に
入
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
な

ぜ
職
官
の
市
舶
に
は
い
っ
た
の
か
、
疑
問
が
生
ず
る
所
で
あ
る
。
本
来
、『

永
楽
大
典』

の

｢

司｣

に
そ
の
ま
ま
入
っ
て
い
た
の
か
、
そ

れ
と
も
編
集
の
段
階
で
混
入
し
た
も
の
か
問
題
が
あ
る
。

(

一
一
九)

(

淳
煕)
十
三
年
十
一
月
二
十
七
日

｢

要
約｣

広
西
軍
の
塞
に
は
回
易
す
る
所
が
あ
っ
た
が
、
今
は
兵
士
が
貨
物
を
彊
買
し
て
事
件
を
お
こ
し
て
い
る
。
今
後
は
塞
に
局
を
置

か
ず
兵
士
の
派
遣
も
や
め
て
、
私
貿
易
を
行
わ
な
い
よ
う
に
す
る
。
一
一
九
字
。

｢

移
動
の
箇
所｣

『

宋
会
要』

食
貨
三
八
の
互
市
、
三
六
の�
場
で
あ
る
。
前
述
如
く
、
淳
煕
年
間
に
記
載
が
な
い
。

(

一
二
〇)

(

淳
煕)

十
五
年
九
月
二
十
四
日

｢

要
約｣

四
川
制
置
司
が
永
康
軍

(

四
川
省)

に
博
易
場
を
置
く
と
問
題
が
生
じ
る
の
で
置
か
な
い
よ
う
に
し
た
。
五
三
字
。

｢

移
動
の
箇
所｣

永
康
軍
は
四
川
省
の
チ
ベ
ッ
ト
と
の
国
境
で
あ
る
。
そ
こ
に
博
易
場
の
設
置
と
い
う
記
述
で
あ
る
か
ら
、『

宋
会
要』

食

貨
三
八
の
互
市
、
三
六
の�
易
に
入
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

(

一
二
一)

淳
煕
十
五

(

一
一
八
八)

年
十
一
月
二
十
二
日

｢

要
約｣

(

北
界
の
境)

の
泗
州
で
の�
場
を
設
置
し
、
金
と
の
交
易
の
規
定
を
細
か
く
記
す
。
三
三
三
字
。
商
人
と
の
取
引
の
詳
細
は
本

三
九



項
だ
け
で
あ
り
、
貴
重
な
記
述
で
あ
る
。
し
か
し
市
舶
で
は
な
く
、
辺
境
貿
易
の
互
市
に
は
い
る
記
述
で
あ
る
。

｢

移
動
の
箇
所｣

金
と
の
交
易
を
行
う
場
合
の
詳
細
な
規
定
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
条
だ
け
で
あ
ろ
う
。
重
要
な
資
料
で
は
あ
る

が
、
こ
の
項
目
は
海
上
の
市
舶
で
は
な
い
。
こ
れ
は
食
貨
三
八
互
市
、
三
六�
易
に
入
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

以
上
七
項
目
が
市
舶
以
外
の
も
の
が
混
入
し
て
い
る
。

次
項
目
か
ら
は
、
本
来
の
市
舶
に
関
す
る
も
の
が
続
く
。

(

一
二
二)

紹
煕
元

(

一
一
九
〇)
三
月
八
日

｢

要
約｣

市
舶
物
資

(

粗
・
細)

の
界
・
陸
の
綱
運
に
つ
い
て
。
海
綱
は
風
濤
の
難
が
あ
り
、
弊
害
が
生
じ
る
。
今
後
は
銭
綱
を
参
考
に

す
る
よ
う
に
。
一
五
九
字
。

(

一
二
三)

開
禧
元

(

一
二
〇
五)

八
月
九
日

｢

要
約｣

泉
・
広
州
市
舶
司
は
乳
香
の
招
買
す
る
の
に
本
銭
が
不
足
す
る
こ
と
が
無
い
よ
う
に
、
か
つ
商
舶
の
招
誘
に
つ
と
め
、
度
牒
を

売
っ
て
本
銭
と
せ
よ
。
両
浙
で
は
乳
香
の
私
売
を
禁
じ
、
博
買
に
つ
と
め
よ
。
一
二
八
字
。

(

一
二
四)

(

開
禧
元
年)

十
月
十
一
日

｢

要
約｣

泉
・
広
市
舶
司
は
開
禧
二
年
よ
り
乳
香
の
博
買
を
や
め
よ
。
三
一
字
。

四
〇



(

一
二
五)

(

開
禧)

三
年
正
月
七
日

｢

要
約｣
蕃
船
の
抽
解
手
続
き
が
済
ん
で
お
れ
ば
貨
売
を
許
す
。
官
吏
の
不
正
の
取
り
締
ま
り
を
徹
底
し
、
違
反
す
れ
ば
蕃
商
の
越
訴
を

許
す
。
一
四
六
字
。

(

一
二
六)

嘉
定
六

(

一
二
一
三)

年
四
月
七
日

｢

要
約｣

泉
・
広
州
市
舶
司
で
抽
解
し
た
物
品
を
臨
安
府
市
舶
務
で
転
売
す
る
場
合
の
手
続
き
の
方
法
、
南
海
の
物
品
を
興
販
す
る
者
は

慶
元
府
で
証
明
書
を
発
行
し
て
も
ら
っ
て
手
続
き
を
す
る
。
三
四
四
字
。

以
上
、『

宋
会
要』

職
官
四
四
市
舶
の
淳
煕
年
間
以
降
の
記
述
、
つ
ま
り

『

文
庫
本
食
貨
市
舶』

に
記
さ
れ
て
な
い
部
分
を
み
て
き
た
。

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
市
舶
と
関
係
の
無
い
項
目
が
目
立
っ
た
。
一
六
項
目
の
内
、
七
項
目
が
市
舶
と
直
接
関
係
の
な
い
も
の
、

塩
法
、
陸
上
の
辺
境
貿
易
の
互
市
、
黜
降
官
な
ど
に
い
れ
る
も
の
が
混
入
し
て
い
た
。
字
数
で
見
る
と
、
二
一
八
六
字
の
う
ち
、
市
舶
関

係
が
字
数
に
す
る
と
一
二
二
一
字
で
五
五
・
八
％
、
市
舶
以
外
が
九
六
五
字
、
四
四
・
一
％
で
、
約
半
分
弱
が
、
市
舶
以
外
の
も
の
で
あ

る
。
市
舶
以
外
の
項
目

(

表
２
参
照)

で
、
別
の
項
目
に
移
動
し
た
方
が
よ
い
と
お
も
わ
れ
る
も
の
は
互
市
、�
易
が
五
点
、
塩
法
一
点
、

黜
降
官
一
点
で
あ
る
。
そ
れ
が
す
べ
て
淳
煕
年
間
に
集
中
し
て
い
る
。『

文
庫
本
食
貨
市
舶』

で
は
、
記
述
は
乾
道
九
年
ま
で
で
あ
る
が
、

そ
の
中
に
別
の
項
目
が
混
入
し
て
い
た
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
け
に
、
問
題
が
あ
る
。
周
藤
氏
が

｢『

宋
会
要』

は
・
・

(

中
略)

・
・
原

四
一



書
と
は
同
じ
か
ら
ず
、『

永
楽
大
典』

も
韻
に
分
か
っ
て
原
書
の
形
を
乱
さ
れ
て
い
る
の
で
、
問
題
も
多
か
っ
た｣

と
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、
矛
盾
も
多
い
。
そ
の
矛
盾
点
を
追
求
し
て
い
く
の
も
、『

宋
会
要』

研
究
の
一
つ
で
あ
る
。

互
市
に
入
る
も
の
が
、
職
官
四
四
市
舶
に
混
入
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、『

宋
会
要』

で
は
、
か
つ
て
食
貨
三
八
に
互
市
と
市
舶
が

あ
っ
た
様
に
項
目
も
別
に
し
て
区
別
し
て
い
る
。
市
舶
に
関
係
す
る
事
な
の
で
、
少
し
説
明
し
て
お
き
た
い
。
宋
代
で
は
互
市
と
市
舶
と

は
同
じ
で
は
な
い
が
本
来
は
、
互
市
は
辺
境
貿
易

(

陸
上
、
海
上)

を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
唐
代
に
入
り
海
上
で
の
交
易
が
盛
ん
に
な

り
、
海
上
で
の
交
易
を
市
舶
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
宋
代
に
な
る
と
、
海
外
貿
易
は
繁
栄
を
き
た
し
、
国
家
の
財
政
に
も
有
用
と
な
り
、

市
舶
は
独
立
し
て
海
外
貿
易
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
の
互
市
は
陸
の�
場
を
通
じ
て
辺
境
貿
易
を
行
い
、
市
舶
は
市
舶
司
を
通
じ

て
海
外
貿
易
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た

(『
中
国
社
会
経
済
史
用
語
解』

斯
波
義
信
編
著
、
東
洋
文
庫
、
二
〇
一
二
、
一
二
二
〜
三
頁
互
市
、
市
舶)

。

し
た
が
っ
て
互
市
と
市
舶
の
項
目
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
市
舶
の
項
目
に
互
市
の
内
容
の
も
の
が
原
則
と
し
て
入
る
こ
と
は
な
い
の

で
あ
る
。
七
点
も
連
続
し
て
市
舶
で
な
い
も
の
が
は
い
っ
て
い
る
こ
と
は
、
内
容
も
互
市
だ
け
で
な
く
塩
法
も
あ
る
こ
と
か
ら
単
に
錯
簡

で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『

宋
会
要』

職
官
四
四
市
舶
は
、
淳
煕
二
年
か
ら
十
五
年
ま
で
の
連
続
す
る
七
点
は
市
舶
関
係
で
な
い
も

の
が
混
入
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

四
二



結
び
に
か
え
て

こ
れ
ま
で
論
じ
た
こ
と
を
箇
条
書
き
に
ま
と
め
る
と
つ
ぎ
の
様
に
な
る
。

一
、
東
洋
文
庫
に
は
今
か
ら
約
百
年
前
に
藤
田
豊
八
博
士
が
、
一
九
一
六

(

大
正
五)

年
に
中
国
で
書
写
し
た

『

宋
会
要』

食
貨
三

八
市
舶
の
副
本
が
あ
る
。
自
筆
本
は
故
曽
我
部
静
雄
博
士
が
所
有
。

二
、『

文
庫
本
食
貨
市
舶』
は
、
年
代
が
後
ま
で
あ
る
職
官
四
四
市
舶
に
編
入
さ
れ
、
食
貨
の
部
分
は
、
複
文
と
し
て
削
除
さ
れ
た
。

そ
の
た
め
に
、『

宋
会
要』
の
食
貨
に
は
市
舶
の
項
目
が
無
い
。
唯
一
削
除
さ
れ
る
前
の
名
残
を
収
め
た
の
が
藤
田
氏
書
写
の

文
庫
本
食
貨
市
舶
で
あ
る
。
書
写
し
て
か
ら
一
〇
年
後
に
は
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
藤
田
氏
が
借
用
し
た
食
貨
市
舶
も
あ

る
い
は
整
理
済
み
の
削
除
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

三
、
陳
智
超
編

『

宋
会
要
輯
稿
補
編』

に
あ
る

｢
市
舶｣

は
藤
田
氏
が
書
写
し
た
も
の
の
原
本
で
あ
る
。
実
物
は
中
国
国
家
図
書
館

『

宋
会
要
葉
渭
清
本
一
四
〇
三』

に
あ
る
。
こ
れ
は
削
除
さ
れ
て

『

補
編』

に
掲
載
さ
れ
る
ま
で
七
〇
年
ぶ
り
に
公
開
さ
れ
た
。

こ
こ
で
問
題
な
の
は
、『

補
編』

で
は
食
貨
市
舶
門
か
ら
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
欄
外
の
書
き
込
み
を
提
示
せ
ず
、｢

職

官
四
四
を
参
す｣

と
書
い
た
た
め
に
職
官
に
属
す
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

四
、『

宋
会
要
葉
渭
清
本
一
四
〇
三』

に
よ
る
と
、『

宋
会
要』

の
食
貨
三
八
の
表
紙
に
は

｢

和
市

互
市

市
舶
が
あ
る
が
、
市
舶

は
職
官
提
挙
市
舶
に
あ
る
の
で
こ
こ
に
は
記
録
し
な
い
。
互
市
は
和
市
と
市
舶
の
中
間
に
あ
る｣

と
あ
る
よ
う
に
、
市
舶
は
か

四
三



つ
て
食
貨
三
八
に
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
。
更
ら
に
職
官
に
移
動
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
資
料
で
あ
る
。

五
、『

文
庫
本
食
貨
市
舶』

に
記
さ
れ
て
な
い
後
半
の
部
分

(

乾
道
九
年
以
降)

を
職
官
四
四
市
舶
で
み
て
い
く
と
、
一
六
項
目
の

内
七
項
目
が
市
舶
と
異
な
る
別
な
内
容
の
も
の
が
混
入
し
て
い
る
。
そ
れ
は
未
整
理
で
あ
る
も
の
か
、
そ
れ
と
も

『

宋
会
要』

本
来
の
も
の
な
の
か
、
錯
簡
な
の
か
、
字
韻
に
よ
る
整
理
の
仕
方
に
か
ら
く
る
も
の
か
明
ら
か
に
で
き
な
い
。

六
、『

宋
会
要』
の
よ
う
な
会
要
を
整
理
し
編
纂
す
る
際
に
、
曾
て
存
在
し
て
い
た
項
目

(

門)

、
例
え
ば
こ
れ
ま
で
記
述
し
て
き
た

『

宋
会
要』

食
貨

(
門)

三
八
市
舶

(

写
真
１)

な
ど
を
除
外
し
て
し
ま
う
と
、
問
題
が
残
る
。
つ
ま
り

『

文
献
通
考』

の
市

舶
を
見
る
と
、
巻
二
〇
市
糴
考
一

｢

市
舶
互
市｣

が
あ
り
、
巻
六
二
職
官
一
六
に

｢

提
挙
市
舶｣

が
あ
る
。
両
者
の
市
糴
と
職

官
と
に
市
舶
の
記
述
が
あ
る
。
ま
た

『

宋
史』

で
も
、
巻
一
六
七
職
官
一
に

｢

提
挙
市
舶
司｣

と
、
巻
一
八
六
食
貨
下
八
に

｢

互
市
舶
法｣

と
に
項
目
が
あ
り
、
食
貨
と
職
官
と
に
市
舶
の
記
述
が
あ
る
。『

宋
会
要』

も
本
来
は
、
他
の
書
と
同
じ
く
食
貨

門
と
職
官
門
と
に
市
舶
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
編
纂
の
時
に
、
複
文
と
し
て
食
貨
三
八
市
舶
は
項
目
と
も
に
除
外
さ
れ

て
し
ま
っ
た
。『

文
献
通
考』

、『

宋
史』

、『
玉
海』

に
し
て
も
項
目
、
門
を
外
す
こ
と
は
な
い
。『

宋
会
要』

は
外
し
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。

今
回
は
、
外
し
た
も
の
を
、
藤
田
氏
が
書
写
し
て
い
た
と
い
う
非
常
に
珍
し
い
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
れ
は
藤
田
氏
が
余
り
知
ら
れ
な
か
っ

た

『

宋
会
要』

の
価
値
を
い
ち
早
く
見
い
出
す
と
い
う
学
識
の
高
さ
が
あ
っ
た
故
で
あ
る
し
、
そ
れ
を
忠
実
に
書
写
さ
せ
た
東
洋
文
庫
が

資
料
に
基
づ
く
調
査
を
尊
重
し
て
い
た
姿
勢
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

削
除

(

破
棄)

し
た
文
献
が
七
〇
数
年
ぶ
り
に
再
び
世
に
現
れ
る
こ
と
は
不
思
議
で
あ
る
。
削
除
し
た
文
献
を
長
年
か
か
っ
て
収
集
し

四
四



た
中
国
の
研
究
者
た
ち
に
敬
意
を
表
し
た
い
。

(

公
益
財
団
法
人
東
洋
文
庫
研
究
員)

四
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